
一
頁

○
総
務
省
令
第
八
号

放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
電
波
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

総
務
大
臣

片
山

善
博

無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

無
線
局
免
許
手
続
規
則

第
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
中

又
は
第
二
項

若
し
く
は
第
二
項

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
第
一

「

」
を
「

」
に
、
「

項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
九
条
の
六
の
四
第
一
項
及
び
第
四
項
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
及
び
第
四
項
に
規
定

す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
基
地
局
で
あ
つ
て
屋
内
そ
の
他
他
の
無
線
局
の
運
用
を
阻
害
す
る
よ
う
な

混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
場
所
に
設
置
す
る
も
の

施
行
規
則
第
三
十
三
条
第
六
号

に
規
定
す
る

」
を
「

(1)

」
に
改
め
る
。

基
地
局



二
頁

「

」
を
「
事
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中

事
項
等

「

」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
住
所
」
の
下
に

並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

第
二
十
条
の
八
第
一
項
中

事
項
等

事
項
（
特
定
無
線
局
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る

「

」
を
「

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
及
び
無
線
設
備
を
設

」
に
改
め
る
。

置
し
よ
う
と
す
る
区
域
）

第
二
十
条
の
九
中
「
事
項
」
を
「
事
項
（
特
定
無
線
局
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
申
請
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
無
線
設
備
の
設
置
場
所
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
区
域
）
」
に
、
「
無
線
局
の
免
許
」
を
「
特
定
無
線
局
の
免
許
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
前
の
見
出
し
を
「
（
運
用
開
始
等
の
届
出
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
三
第
一
号
中
「
住
所
」
の
下
に
「

」
を
加
え
、
同
条
を
第

並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
十
四
条
の
四
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
を
第
二
十
四
条
の
三
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
免
許
後
の
変
更
等
の
手
続
）
」
を
付
す
る
。

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。



三
頁

第
二
十
四
条
の
二

法
第
二
十
七
条
の
六
第
三
項
前
段
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
事
項
と
す
る
。

一

包
括
免
許
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

包
括
免
許
の
番
号

三

特
定
無
線
局
を
開
設
し
た
日

四

無
線
設
備
の
設
置
場
所

五

適
合
表
示
無
線
設
備
の
番
号

六

無
線
設
備
の
製
造
番
号

２

法
第
二
十
七
条
の
六
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
表
第
五
号
の
五
の
二
の
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
二
十
七
条
の
六
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
そ
の
理
由
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
の
五

法
第
二
十
七
条
の
六
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
特
定
無
線
局
の
廃
止
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
文
書
を
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

包
括
免
許
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名



四
頁

二

包
括
免
許
の
番
号

三

廃
止
し
た
年
月
日

四

適
合
表
示
無
線
設
備
の
番
号

五

無
線
設
備
の
製
造
番
号

六

包
括
免
許
に
係
る
全
て
の
特
定
無
線
局
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨

「

」
を
「
事
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中

事
項
等

第
三
十
条
第
一
号
中
「
住
所
」
の
下
に
「

」
を
加
え
る
。

並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

製
造
番
号
（

包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第

第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「

」
の
下
に
「

」
を
加
え
る
。

二
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は

第
三
十
一
条
の
三
中
「

」
を
削
る
。

（
第
一
項
第
四
号
の
規
定
を
除
く
。
）

第
三
十
二
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
十
三
号
中
「
第
二
十
四
条
の
二
」
を
「
第
二
十
四
条
の
三
」
に
、
同
条
第
十

四
号
中
「
第
二
十
四
条
の
三
」
を
「
第
二
十
四
条
の
四
」
に
改
め
る
。

「

１
特

定
無

線
２

最
大

運
用

３
包

括
免

許
４

包
括

免
許



五
頁

備
考

局
の

種
別

数
の

番
号

の
年

月
日

別
表
第
一
号
の
三
中

を
」

「

１
特

定
無

線
局

の
種

別

２
包

括
免

許
の

番
号

に
改
め
、
同
表
注
５
を
次

３
包

括
免

許
の

年
月

日

４
備

考

」

の
よ
う
に
改
め
る
。

５
１

の
欄

か
ら

３
の

欄
ま

で
の

記
載

は
次

に
よ

る
こ

と
、

。

１
の

欄
は

第
２

条
第

１
項

に
掲

げ
る

無
線

局
の

種
別

を
記

載
す

る
こ

と
(1)

、
。

２
の

欄
及

び
３

の
欄

は
再

免
許

の
申

請
の

場
合

に
限

り
現

に
免

許
を

受
け

て
い

る
特

定
無

線
局

に
つ

い
て

記
(2)

、
、



六
頁

載
す

る
こ

と
。

「

□
開

設
□

変
更

２
無

線
局

の
種

３
包

括
免

許
の

１
申

請
届

出
の

区
分

４
欠

格
事

由
□

有
□

別
表
第
二
号
の
四
の
１
中

（

）

□
再

免
許

別
コ

ド
番

号
ー

「

２
無

線
局

の
３

包
括

免
許

の
１

申
請

届
出

の
区

分
□

開
設

□
変

更
□

再
免

許

（

）

種
別

コ
ド

番
号

ー

を

無
５

最
大

運
用

数
６

無
線

設
備

を
設

置
し

よ
う

と
す

る
５

最
大

運
用

数
基

本
コ

ド
」

ー
区

域

４
欠

格
事

由
□

有
□

無

６
開

設
７

開
設

７
申

請
８

申
請

８

に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

[
]

[
]

付
加

コ
ド

ー

」

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「1

0

」
に
、
「1

0

」
を
「1

1

」
に
、
「1

1

」
を
「1

2

」
に
、
「1

2

」
を

包
括

免
許

９
包

括
免

許
９

「1
3

」
に
、
「1

3

」
を
「1

4

」
に
、
「1

4

」
を
「1

5

」
に
、
「1

5
」
を
「1

6

」
に
、
「1

6

」
を
「1

7

」
に
、
「1

7

」
を
「1

8

」

２
枚

目
２

枚
目

特
定

無
線

局
法

第
条

の
２

第
１

号
に

掲
げ

る

に
、
「1
8

」
を
「1

9

」
に
改
め
、
同
表
の
２
中
「

」
を
「

（

（

2
7

）

）
」
に
、
「1

9

」
を
「2

0

」
に
、
「2

0

」
を
「2

1

」
に
改
め
、
同
表
の
３
中
「2

1
無

線
局

に
係

る
も

の
に

限
る

に
限

る
。

。



七
頁

」
を
「2

2

」
に
、
「2

2

」
を
「2

3

」
に
、
「2

3

」
を
「2

4

」
に
、
「2

4

」
を
「2
5

」
に
、
「2

5

」
を
「2

6

」
に
、
「2

6

」
を
「

2
7

」
に
、
「2

7

」
を
「2

8

」
に
、
「2

8

」
を
「2

9

」
に
改
め
、
同
表
の
４
中
「2

9

」
を
「3

0

」
に
、
「3

0

」
を
「3

1

」
に
改
め

、
同
表
の
５
中
「3

1

」
を
「3

2

」
に
、
「3

2

」
を
「3

3

」
に
改
め
、
同
表
注
１
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区
別

記
載

す
る

欄
備

考

1
1

１
免

許
の

申
１

２
４

５
６

７
８

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

請
の

場
合

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

２
変

更
の

申
１

２
３

５
６

７
８

９
注

１
の

欄
に

変
更

が
あ

る
場

合
に

限
る

（

）

2
1

。

請
又

は
届

出
注

１
注

２
注

２
の

欄
か

ら
の

欄
ま

で
に

変
更

が
あ

1
0

2
0

（

）

2
2

（

）
3
0

（

（

）

2
3

2
9

を
行

う
場

合
注

３
注

４
る

場
合

に
限

る

）

3
2

（

）

。

当
該

変
更

に
係

る
記

載
欄

注
３

の
欄

に
変

更
が

あ
る

場
合

に
限

る
（

）

3
1

。

注
４

の
欄

に
変

更
が

あ
る

場
合

に
限

る

（

）
3
3

。



八
頁

３
再

免
許

の
１

２
３

４
５

６
７

８

1
0

1
1

1
6

1
7

2
1

申
請

の
場

合
９

特
定

無
線

局
法

第
条

の
２

第
１

号
に

掲
げ

る
無

線
局

に
係

る
も

別
表
第
二
号
の
四
注
７
中
「

」
の
次
に
「

５
の

欄
は

（

2
7

、

の
欄

の
の

に
限

る
に

係
る

申
請

の
場

合
に

限
り

。

）

」
を
加
え
、
同
表
注

を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

中
「3

2

」
を
「3

3

31

32

30

の
欄

の
欄

欄
注

注

」
に
、
同
注

中
「

2
9

」
を
「

3
0

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

中
「3

0

」
を
「3

1
(1)

(1)

（1）

31

29

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

中
「2

8

」
を
「2

9

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

の
欄

の
欄

30

28

29

中
「2

7

」
を
「2

8

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

中
「2

6

」
を
「2

7

」
に
改
め
、
同

の
欄

の
欄

の
欄

の
欄

27

28

26

の
欄

の
欄

の
欄

注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

中
「2

5
」
を
「2

6

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

中
「2

4

27

25

26

24

」
を
「2

5

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

中
「2

3

」
を
「2

4

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

の
欄

の
欄

の
欄

25

23

24

の
欄

の
欄

の
欄

の
欄

と
し
、
同
表
注

中
「2

2

」
を
「2

3

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

中
「2

0

」
を
「2

1

22

23

21

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

中
「1

9
2
1

2
9

3
1

」
を
「2

0
2
2

3
0

3
2

」
に
改
め

及
び

の
欄

及
び

の
欄

22

20

、
、

、
、

、
同
注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

中
「1

8

」
を
「1

9
」
に
改
め
、
同
注
中

を

と
し
、
同
注

の
次
に
次
の

の
欄

の
欄

21

19

（6）

（7）

（5）

よ
う
に
加
え
る
。



九
頁

特
定

無
線

局
法

第
条

の
２

第
２

号
に

掲
げ

る
無

線
局

に
係

る
も

の
に

限
る

に
係

る
申

請
の

場
合

は
屋

(6)

（

2
7

）

。
、

内
そ

の
他

他
の

無
線

局
の

運
用

を
阻

害
す

る
よ

う
な

混
信

そ
の

他
の

妨
害

を
与

え
る

お
そ

れ
が

な
い

場
所

へ
の

設
置

及
び

そ
の

無
線

設
備

の
施

行
規

則
第

条
の

３
へ

の
適

合
に

つ
い

て
具

体
的

な
設

置
場

所
及

び
同

条
へ

の
適

合
の

2
1

、

確
保

の
方

法
を

記
載

す
る

こ
と

。

別
表
第
二
号
の
四
注

を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

中
「1

7

」
を
「1

8

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

と
し
、

の
欄

の
欄

19

20

18

19

同
表
注

中
「1

6

」
を
「1

7

」
に
、
「

」
を
「

1
0

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

中
「1

5
の

欄
の

欄
注

９
注

17

18

16

」
を
「1

6

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

中
「1

4

」
を
「1

5

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表

の
欄

の
欄

の
欄

の
欄

17

15

注

と
し
、
同
表
注

中
「1

3

」
を
「1

4

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

中
「1

2

」
を
「1

3
の

欄
の

欄
の

欄

16

14

15

13

」
に
、
「

1
0

」
を
「

1
1

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

中
「1

0

」
を
「1

1

」
に
改
め
、

の
欄

注
注

の
欄

の
欄

14

12

同
注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注

中
「

」
を
「1

0

」
に
、
「

1
0

」
を
「

1
1

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

９
の

欄
の

欄
注

注

13

11

12

８
の

欄
９

の
欄

７
の

欄
８

の
欄

と
し
、
同
表
注

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注
９
中
「

」
を
「

10

11

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注

と
し
、
同
表
注
８
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
注
を
同
表
注
９
と
し
、
同
表
注

６
の

欄
７

の
欄

10

７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



一
〇
頁

６
の

欄
は

特
定

無
線

局
法

第
条

の
２

第
２

号
に

掲
げ

る
無

線
局

に
係

る
も

の
に

限
る

に
係

る
申

請
の

場
８

（

2
7

）

。

、

合
に

限
り

当
該

申
請

に
係

る
全

て
の

無
線

設
備

を
設

置
し

よ
う

と
す

る
区

域
を

コ
ド

表
に

よ
り

該
当

す
る

コ
ド

、
ー

ー

を
記

載
す

る
こ

と
。

別
表
第
五
号
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（

2
1

）

別
表

第
五

号
の

五
包

括
免

許
に

係
る

免
許

状
の

様
式

第
条

の
２

関
係

（

2
7

）

第
１

特
定

無
線

局
法

第
条

の
２

第
１

号
に

掲
げ

る
無

線
局

に
係

る
も

の
に

限
る

。

特
定

無
線

局
免

許
状

包
括

免
許

人
の

氏
名

又
は

名
称

包
括

免
許

人
の

住
所

特
定

無
線

局
の

種
別

特
定

無
線

局
の

目
的

包
括

免
許

の
番

号

包
括

免
許

の
年

月
日

包
括
免
許
の
有
効
期
間

指
定

無
線

局
数

運
用

開
始

の
期

限

メートル



一
一
頁

通
信

の
相

手
方

包
括

免
許

人
の

事
務

所

電
波

の
型

式
周

波
数

及
び

空
中

線
電

力
、

備
考

法
律

に
別

段
の

定
め

が
あ

る
場

合
を

除
く

ほ
か

こ
の

無
線

局
の

無
線

設
備

を
使

用
し

特
定

の
相

手
方

に
、

、

対
し

て
行

わ
れ

る
無

線
通

信
を

傍
受

し
て

そ
の

存
在

若
し

く
は

内
容

を
漏

ら
し

又
は

こ
れ

を
窃

用
し

て
は

な
、

ら
な

い
。

年
月

日

㊞

（

）

何
総

合
通

信
局

長
(

)
注

。

注
沖

縄
県

の
区

域
に

お
い

て
は

沖
縄

総
合

通
信

事
務

所
長

と
す

る
、

（

2
7

）

第
２

特
定

無
線

局
法

第
条

の
２

第
２

号
に

掲
げ

る
無

線
局

に
係

る
も

の
に

限
る

。

特
定

無
線

局
免

許
状

ミ
リ
メ

ト
ル

216
ー

305ミリ



一
二
頁

包
括

免
許

人
の

氏
名

又
は

名
称

包
括

免
許

人
の

住
所

特
定

無
線

局
の

種
別

特
定

無
線

局
の

目
的

包
括

免
許

の
番

号

包
括

免
許

の
年

月
日

包
括
免
許
の
有
効
期
間

無
線

設
備

の
設

置
場

所
と

運
用

開
始

の
期

限

す
る

こ
と

が
で

き
る

区
域

通
信

の
相

手
方

包
括

免
許

人
の

事
務

所

電
波

の
型

式
周
波

数
及

び
空

中
線

電
力

、

備
考

法
律

に
別

段
の

定
め

が
あ

る
場

合
を

除
く

ほ
か

こ
の

無
線

局
の

無
線

設
備

を
使

用
し

特
定

の
相

手
方

に
、

、

対
し

て
行

わ
れ

る
無

線
通

信
を

傍
受

し
て

そ
の

存
在

若
し

く
は

内
容

を
漏

ら
し

又
は

こ
れ

を
窃

用
し

て
は

な
、

305ミリメートル



一
三
頁

ら
な

い
。

年
月

日

㊞

（

）

何
総

合
通

信
局

長
(

)
注

。

注
沖

縄
県

の
区

域
に

お
い

て
は

沖
縄

総
合

通
信

事
務

所
長

と
す

る
、

の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
五
号
の
五

別
表

第
五

号
の

五
の

二
包

括
免

許
法

第
条

の
２

第
２

号
に

掲
げ

る
無

線
局

に
係

る
も

の
に

限
る

に
係

る
無

線
局

の
（

2
7

）

。

（

2
4
）

開
設

届
出

書
の

様
式

第
条

の
２

関
係包

括
免

許
に

係
る

無
線

局
の

開
設

届
出

書

年
月

日

何
総

合
通

信
局

長
注
１

殿

（

）

（

）

ふ
り

が
な

住
所

（

）
届

出
者

注
２

ふ
り

が
な

ミ
リ
メ

ト
ル

21
6

ー



一
四
頁

氏
名

又
は

名
称

㊞

電
波

法
第

条
の

６
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

包
括

し
て

免
許

を
受

け
て

い
る

無
線

局
に

関
し

て
下

記
の

と
お

り
2
7

、
、

長
開

設
し

た
の

で
届

け
出

ま
す

、
。

記

辺

１
包

括
免

許
の

番
号

２
特

定
無

線
局
を

開
設

し
た

日

［

］

３
無

線
設

備
の

設
置

場
所

コ
ド

ー

４
適

合
表

示
無

線
設

備
の

番
号

５
無

線
設

備
の

製
造

番
号

６
備

考



一
五
頁

（

）

短
辺

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

注
１

沖
縄

県
の

区
域

に
お

い
て

は
沖

縄
総

合
通

信
事

務
所

長
と

す
る

、
。

２
届

出
者

欄
の

記
載

は
次

に
よ

る
こ

と
、

。

住
所

に
つ

い
て

は
包

括
免

許
人

の
住

所
を

記
載

す
る

こ
と

(1)
、

。

氏
名

又
は

名
称

は
包

括
免

許
人

の
氏

名
又

は
名

称
を

記
載

し
氏

名
を

自
筆

で
記

入
し

た
と

き
は

押
印

を
省

(2)
、

、
、

略
で

き
る

。

代
理

人
に

よ
る

届
出

の
場

合
は

届
出

者
に

関
す

る
必

要
事

項
を

記
載

す
る

ほ
か

こ
れ

に
準

じ
て

当
該

代
理

人
(3)

、
、

に
関

す
る

必
要

事
項

を
記

載
す

る
と

と
も

に
当

該
代

理
人

の
電

話
番

号
を

付
記

す
る

こ
と

、
。

３
１

の
欄

は
現

に
包

括
免

許
を

受
け

て
い

る
番

号
を

記
載

す
る

こ
と

、
。

2
3

H
2
3
.
3
.
1

４
２

の
欄

は
当

該
届

出
に

係
る

特
定

無
線

局
を

開
設

し
た

期
日

を
平

成
年

３
月

１
日

の
場

合
は

、
「

」
「

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

」
。

５
３

の
欄

は
次

に
よ

る
こ

と
、

。



一
六
頁

当
該

届
出

に
係

る
特

定
無

線
局

の
無

線
設

備
の

設
置

場
所

を
何

県
何

市
何

町
○

○
○

の
よ

う
に

記
載

す
(1)

「
―

―
」

る
こ

と
と

し
空

中
線

の
位

置
の

経
度

及
び

緯
度

の
記

載
は

要
し

な
い

、
。

都
道

府
県

コ
ド

を
記

載
し

た
と

き
は

都
道

府
県

及
び

市
区

町
村

名
の

記
載

は
要

し
な

い
(2)

ー
、

。

６
４

の
欄

は
適

合
表

示
無

線
設

備
の

番
号

を
記

載
す

る
こ

と
一

の
特

定
無

線
局

に
つ

い
て

複
数

の
無

線
設

備
を

有
、

。

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
又

は
の

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
A
B
C
8
9
0
0
1

A
B
C
8
9
0
1
0

A
B
C
8
9
0
0
1

A
B
C
8
9
0
0
2

、
「

～
」

「
、

」
。

７
５

の
欄

は
特

定
無

線
局

の
無

線
設

備
の

製
造

番
号

を
記

載
す

る
こ

と
一

の
特

定
無

線
局

に
つ

い
て

複
数

の
無

線
、

。

設
備

を
有

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
又

は
の

よ
う

に
記

載
す

A
B
C
8
9
0
0
1

A
B
C
8
9
0
1
0

A
B
C
8
9
0
0
1

A
B
C
8
9
0
0
2

、
「

～
」

「
、

」

る
こ

と
。

８
６

の
欄

は
次

に
よ

る
こ

と
、

。

屋
内

そ
の

他
他

の
無

線
局

の
運

用
を

阻
害

す
る

よ
う

な
混

信
そ

の
他

の
妨

害
を

与
え

る
お

そ
れ

が
な

い
場

所
に

設
(1)置

し
た

場
合

に
あ

つ
て

は
屋

内
等

に
設

置
と

記
載

す
る

こ
と

、
「

。
」

。

施
行

規
則

第
条

の
３

に
適

合
す

る
も

の
に

あ
つ

て
は

電
波

の
強

度
に

対
す
る

安
全

施
設

に
適

合
と

記
(2)

2
1

、
「

。
」

載
す

る
こ

と
。



一
七
頁

当
該

届
出

に
係

る
連

絡
先

と
し

て
法

人
に

あ
つ

て
は

そ
の

連
絡

先
の

名
称

並
び

に
担

当
責

任
者

の
氏

名
及

び
(3)

、
、

電
話

番
号

そ
の

他
必

要
な

連
絡

先
を

記
載

す
る

こ
と

。

９
該

当
欄

に
全

部
を

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
は

そ
の

欄
に

別
紙

に
記

載
す

る
旨

を
記

載
し

こ
の

様
式

に
、

、

定
め

る
規

格
の

用
紙

に
記

載
す

る
こ

と
。

製
造

番
号

特
定

無
線

局
法

第
条

の
２

第
２

号
に

掲
げ

る
無

線
局

に
係

る
も

の
に

限
る

別
表
第
九
号
中
「

（
」
の
次
に
「

（

2
7

）

」
を
加
え
る
。

又
は

。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


